
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

（
号
外
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 　 外

平成 16 年

1 月 29 日（木曜日）

一

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規
　
　
則

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
発
行
手
数
料
及

び
情
報
提
供
手
数
料
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
　
　
　
（
情
報
政
策
課
）

一

香
川
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

告
　
　
示

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
の
実
施
に
関
す
る
要
綱
　
（
情
報
政
策
課
）

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
発
行
手
数
料
及
び
情
報
提
供

手
数
料
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
三
号

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
発
行
手
数
料
及
び
情
報

提
供
手
数
料
に
関
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
発
行
手
数
料
及
び
情
報
提
供

手
数
料
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
香
川
県
条
例
第
六
十
号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
六
年
一
月
二

十
九
日
と
す
る
。

香
川
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
四
号

香
川
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
香
川
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
情
報
政
策
課
の
項
中
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と

し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
　
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十

一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
三
十
七
号

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
の
実
施
に
関
す
る
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
の
実
施
に
関
す
る
要
綱

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
要
綱
は
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体

の
認
証
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
証
明
書
発
行
申
請
書
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
電
子
証
明
書
発
行
（
更
新
）
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
証
明
書
失
効
申
請
書
）

規

則

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

（
号
外
）

二

第
三
条
　
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
電
子
証
明
書
失
効
申

請
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
電
子
証
明
書
の
更
新
の
申
請
）

第
四
条
　
利
用
者
は
、
電
子
証
明
書
の
更
新
の
申
請
（
当
該
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
三

月
前
の
日
か
ら
当
該
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
電
子
証
明
書
の

失
効
を
求
め
る
旨
の
申
請
（
当
該
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
法
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的

記
録
媒
体
を
提
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
証
明
書
の
発
行
の
申

請
を
同
時
に
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一

号
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
秘
密
鍵
漏
え
い
等
届
出
書
）

第
五
条
　
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
条
第
二
項
の
届
出
書
は
、
秘
密
鍵

漏
え
い
等
届
出
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
）

第
六
条
　
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

（
号
外
）

三

 

     
 

年  月  日   
  香川県知事     殿 

○�印�
（代理人） 

 

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律                　　　 の 

規定により、次のとおり電子証明書の　　        ので申請します。 

ふ り が �な �  

氏 名 �  

住 所 �  

生 年 月 �日 � 男 ・ 女 

電 �話 �番 �号 � （ �     ） �       ― �            

本 
 
 
人 

備 考 � 
画面上に正確に表示されない文字     無  ・  有 
 （ �                         ） �

氏 名 �  

住 � 所 �            

代�
理�
人 
電 �話 �番 �号 � （ �     ） �       ― �           

 注１　「電子証明書の発行」とは住民基本台帳カード等のＩＣカードに電子証明書を記録�す�る�
ことを�いい�、�「電子�証明�書の更�新」�とは電�子証�明書の�有効�期間の�満了�の日の�３月�前の�日�か�
ら当該満了�の日までの�間に当該電�子証明書を�失効させ、�同時に、新�たな電子証�明書の発�行�
を行う�こと�をいい�ます�。 

  ２　「電子証明書の更新」の際には、電子証明書を記録した住民基本台帳カード等のＩ�Ｃ�カ�
ードが必要�です。持参�していない�場合には、�「電子証明�書失効申請�書」を併せ�て提出し�て�
くださ�い。� 

  ３ 本人欄の備考には、本人の氏名及び住所をコンピュータに入力する際、画面上�に正確に�
表示されない文字がある場合には、�「有」の箇所を○で囲むとともに、当該画面上に正確に�
表示されない文字及びその文字に代えて使用する文字を記載してください。 
例：� → 吉 

  ４　この申請書の提出を代理人が行うときは、代理人欄に必要事項を記載してください。 
  ５　申請者の氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。 

※ 事務処理記載欄 
受付担当者名  受付年月日�       年  月  日 

破棄又は職権による失効の有無� 発行手数料額�
１ 無 
 ２ 有 　　（    ）回 

 
円  

通信を行わなかった理由、破棄若しくは職権による失効を行った理由又は発行手数料を無料とする理由 
 

  
  

第３条�第１�項� 
第３条�第１�項及び�第９�条第１�項� 

発行を�受け�たい� 
更新を�した�い� 

１ 無 
 ２ 有 　　（    ）回 

通信の有無�

申請者 氏 名�

電 子 証 明 書�発�行�
更�新�

申 請 書�

年  月  日 性別 

第１号様式（第２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

（
号
外
）

四

 

 

電 子 証 明 書 失 効 申 請 書      �
 

年  月  日�
  香川県知事     殿 
 

○�印�

  （代理人） 

電子署名に�係る地方公�共団体の認�証業務に関�する法律第�９条第１項�の規定によ�り、次のと�お�
り電子証明書を失効したいので、申請します。 

ふ り が �な �  

氏 名 �  

住 所 �  

生�年�月�日 年  月  日 性別 男 ・ 女 

本 
 
 
人 

電 �話 �番 �号 � （ �     ） �       ― �            

氏 名 �  

住 � 所 �            

代�
理�
人 

電 �話 �番 �号 � （ �     ） �       ― �           

備 考 � 
電子証明書のシリアル番号を確認できるもの  無  ・  有 
（ �                           ） �

注１　備考欄には、申請に係る電子証明書が記録された住民基本台帳カード等のＩＣカー�ド�、�
申請に係る�電子証明書�の写し（住�民基本台帳�カード等の�ＩＣカード�に記録され�ている電�子�
証明書を印�字したもの�）等の電子�証明書のシ�リアル番号�を確認でき�るものを持�参してい�る�
場�合�には、�「�有」の�箇所�を○で�囲ん�でくだ�さい�。また�、電�子証明�書の�シリア�ル番�号が�分�か�
る場合�には�、その�番号�を（ ）内�に記載�して�くださ�い。� 

　２　この申請書の提出を代理人が行うときは、代理人欄に必要事項を記載してください。 
　３　申請者の氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。 

※ 事務処理記載欄 

受付担当者名�  受付年月日 年  月  日 

申請者 氏 名�

第２号様式（第３条関係） （日本工業規格Ａ列４番）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

（
号
外
）

五

秘密鍵漏えい等届出書 
 

年  月  日   
  香川県知事     殿 
 

○�印�

                      （代理人） 

 

電子署名に�係る地方公�共団体の認�証業務に関�する法律第�10条第１�項の規定に�より、次の�とお�
り秘密鍵が漏えいし、滅失し、若しくはき損し、又は秘密鍵を記録した住民�基本台�帳カ�ー�ド等�
のＩ�Ｃカ�ードが�使用�できな�くな�ったの�で、�届け出�ます�。 

 

ふ り が �な �  

氏 名 �  

住 所 �  

生�年�月�日 年  月  日 性別 男 ・ 女 

本 
 
 
人 

電 �話 �番 �号 � （ �     ） �       ― �            

氏 名 �  

住 � 所 �            

代�
理�
人 

電 �話 �番 �号 � （ �     ） �       ― �           

備 考 � 
電子証明書のシリアル番号を確認できるもの  無  ・  有 
（ �                           ） � 

 注１　備考欄には、届出に係る電子証明書が記録された住民基本台帳カード等のＩＣカー�ド�、�
届出に係る�電子証明書�の写し（住�民基本台帳�カード等の�ＩＣカード�に記録され�ている電�子�
証明書を印�字したもの�）等の電子�証明書のシ�リアル番号�を確認でき�るものを持�参してい�る�
場�合�には、�「�有」の�箇所�を○で�囲ん�でくだ�さい�。また�、電�子証明�書の�シリア�ル番�号が�分�か�
る場合�には�、その�番号�を（ ）内�に記載�して�くださ�い。� 

  ２�　こ�の届出�書に�より、�届出�に係る�電子�証明書�は、�失効さ�れま�す。 
  ３　この届出書の提出を代理人が行うときは、代理人欄に必要事項を記載してください。 
  ４　届出者の氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。 

※ 事務処理記載欄 

 

受付担当者名�  受付年月日       年  月  日 

届出者 氏 名�

第３号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）



平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
一
月
二
十
九
日

（
号
外
）

六

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

香川県知事�

（表面） 

８センチメートル 

第     号�

身 分 証 明 書 �              

 写�  
 
 

真�  

  所  属 

  職  名 

  氏  名 

上記の者は�、電子署名�に係る地方�公共団体の�認証業務に�関する法律�第47条第�

２項の規定により立入検査をする職員であることを証明する。 

      年　　 月　　 日 � 

□�印�    

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
 

 

（裏面） 

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（抜粋） 
 

（報告及び立入検査） 
第47条 略�
２　委任都�道府県知事�は、その行�わせること�とした認証�事務の適正�な実施を確�
 保するた�め必要があ�ると認める�ときは、指�定認証機関�に対し、当�該認証事務�
 の実施の�状況に関し�必要な報告�を求め、又�はその職員�に、当該認�証事務を取�
 り扱う指�定認証機関�の事務所に�立ち入り、�当該認証事�務の実施の�状況若しく�
 は設備、�帳簿、書類�その他の物�件を検査さ�せ、若しく�は関係者に�質問させる�
 ことができる。 
３　前２項�の規定によ�り立入検査�をする職員�は、その身�分を示す証�明書を携帯�
し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 
４　第１項�又は第２項�の規定によ�る立入検査�の権限は、�犯罪捜査の�ために認め�
られたものと解釈してはならない。 
 

 

第４号様式（第６条関係）


